
この PDF パッケージには複数のファイルが含まれています。
PDF パッケージに含まれる文書の閲覧、作業には、Adobe Reader または Adobe Acrobat の 
バージョン 8 以降のご使用をお勧めします。最新バージョンにアップデートいただくと、 
次のような利点があります。

•  効率的で、統合された PDF 表示

•  簡単に印刷

•  クイック検索

最新バージョンの Adobe Reader をお持ちでない場合

ここをクリックして最新バージョンの Adobe Reader をダウンロードできます

既に Adobe Reader 8 をお持ちの場合
この PDF パッケージ内のファイルをクリックして表示できます。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




 


 


 


 


規制改革会議ＷＧ等の座長等名簿 


 


（健康・医療ＷＧ） 


座長   翁   百 合  株式会社日本総合研究所理事 


座長代理 林   いづみ  永代総合法律事務所弁護士 


 


（雇用ＷＧ） 


座長   鶴   光太郎  慶応義塾大学大学院商学研究科教授 


座長代理 佐々木 かをり  株式会社イー・ウーマン代表取締役社長 


 


（創業・ＩＴ等ＷＧ） 


座長   安 念 潤 司  中央大学法科大学院教授 


座長代理 滝   久 雄  株式会社ぐるなび代表取締役会長 


 


（農業ＷＧ） 


座長   金 丸 恭 文  フューチャーアーキテクト株式会社 


代表取締役会長兼社長 


座長代理 浦 野 光 人  株式会社ニチレイ相談役 


 


（貿易・投資等ＷＧ） 


 座長   大 崎 貞 和  株式会社野村総合研究所主席研究員 


座長代理 松 村 敏 弘  東京大学社会科学研究所教授 


 


（ホットライン対策チーム） 


座長   佐久間 総一郎  新日鐵住金株式会社常務取締役 


座長代理 森 下 竜 一  大阪大学大学院医学系研究科教授 


 


（公開ディスカッション担当） 


長谷川 幸 洋  東京新聞・中日新聞論説副主幹 








第 13回規制改革会議


議事次第


〔職晶鼻基ユ堤網‰1曇峯皇 〕


(開 会)


1.規制改革会議の進め方について


2.「規制改革ホットライン」運営方針について


3。 その他


(閉 会)


(資料)


資料 1 規制改革会議の進め方について (案 )


資料2 「規制改革ホットライン」運営方針について (案 )


資料3 規制改革会議運営規則の一部改正について (案 )








 


 


規制改革会議の進め方について 


 


１．会議の開催 


本年７月から来年６月の１年間をサイクルとして、規制改革の審議を進める。 


開催頻度は月１～２回を基本とし、状況に応じて弾力的に開催する。 


 


 


２．審議事項と審議方法 


 (審議事項)  


１） 「最優先案件」として選定された事項（別紙１） 


２） ワーキング・グループでの検討を経て本会議で決定された事項  


３）規制所管府省が主体的・積極的に規制改革に取り組む仕組みの構築 


４）省令等下位規範による規制の実態の分析と見直し 


５）答申事項のうち、重点的フォローアップ事項（別紙２） 


  


(審議方法) 


上記事項は、すべて本会議で審議のうえ決定する。なお、改革事項の審議にあたっては、


国際先端テストを積極的に活用し、その定着に努める。 


 


 


３．ワーキング・グループ等の設置 


 １）「健康・医療」、「雇用」、「創業・IT等」、「農業」、「貿易・投資等」、以上５つのワーキン


グ・グループを設置する。 


 


２）規制改革ホットラインへの提案事項への対応には、これまで以上に注力する。 


規制改革会議の場で精査・検討を要する重要案件を審議するため、新たに「ホットライ


ン対策チーム」を設置する。 


 


 


４．公開ディスカッションの開催等 


  規制改革に関する広い議論を喚起するために、公開ディスカッションを開催する方向で、  


テーマ、方法等を検討、審議する。 


 


 


５. 答申等 


  来年６月を目処に答申を取りまとめる。 必要に応じ、中間とりまとめなどを検討する。 


なお、状況に応じ、随時「意見」を公表する。 


    


資料１ 







 


 


      当面の最優先案件について（案）     別紙１ 


 


特に緊急性・重要性の高い項目を「最優先案件」と位置付け、本会議


において委員全員で審議のうえ、早期の解決を目指す。 


当面、以下の項目を最優先案件とする。 


 


１．保険診療と保険外診療の併用療養制度 


  国内で開発された先進的な医薬品・医療機器を用いた医療技術、及び


海外で使用され国内では未承認の医薬品・医療機器を用いた医療技術


等を保険診療と併用しやすくする規制改革を利用者の立場で検討する。 


 


２．介護・保育事業等における経営主体間のイコールフッティング確立 


社会福祉法人・株式会社・NPOが同じ土俵でサービスの質を競い合う


ための環境づくりを行う。 


  


３．農地関連規制の見直し 


「農地中間管理機構」創設など、農業の成長産業化のための取組みが


効果的に機能するよう、規制改革の観点から検討し、提言を行う。 


 


 


以 上 


 







 


 


重点的フォローアップ事項        別紙２ 


 


 


規制改革会議として、「規制改革に関する答申～経済再生への突破口


～」(平成２５年６月５日)に掲げた規制改革事項はいずれも着実にフォ


ローアップを行うこととするが、以下の事項については、特に重点的に


フォローアップを行い、その確実な実現を図るものとする。 


 


○再生可能エネルギーに係る規制 


 


○次世代自動車の世界最速普及 


 


○認可保育所への株式会社・NPO法人の参入、保育士数の増加 


 


○すべての社会福祉法人の経営情報の公開 


 


○再生医療の推進 


 


○医療機器に係る規制改革の推進 


 


○いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食


品及び農林水産物の機能性表示の容認 


 


○一般用医薬品のインターネット販売 


 


○ジョブ型正社員の雇用ルールの整備 


 


○労働者派遣制度の見直し 


 


○老朽化マンションの建替え等の促進 


 


○ビッグデータ・ビジネスの普及 


 


            以 上 








「規制改革ホットライン」運営方針について（案） 


 


 


１．「規制改革ホットライン」の趣旨 


  環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民 


や企業等から規制改革に関する提案を受け付ける「規制改革ホットライン」を設置す


る（平成 25 年 3 月 22 日）。 


 


２．「規制改革会議ホットライン対策チーム」の設置及び構成 


    提案内容の検討について所管省庁任せとせず、迅速かつ的確に処理することを目的


として、新たに「規制改革会議ホットライン対策チーム」を設置する。 


    ホットライン対策チームの構成は、座長、座長代理のほか、各ワーキング・グルー


プより１名ずつの参加（原則、座長代理）を得ることとし、相互に密接な連携・協力 


関係を図るものとする。 


 


３．提案の取扱いについて 


（１）受け付けた提案は、内閣府規制改革推進室において、事実関係の確認及び精査等


を行った上で所管省庁への検討要請事項を選定する。概ね２週間ごとに所管省庁に


検討要請を行うとともに、直近の規制改革会議に内容を報告する。 


   報告にあたっては、ホットライン対策チーム座長の了承を得て、各ワーキング・


グループに分類する。 


 


（２）規制改革推進室は、検討要請日より原則２週間後をめどに所管省庁から回答を求


めることとし、直近のホットライン対策チームに報告する。 


   ホットライン対策チームは、 


    ①所管省庁に再検討を要請する事項の有無について検討し、     


    ②各ワーキング・グループで検討すべき事項（緊急重要案件は規制改革会議）


を区分した上で、規制改革会議に報告する。 


      規制改革会議は、 


        ③緊急重要案件と判断した事項は自ら検討（必要に応じ対策チームに論点整理


を指示）するとともに、それ以外の事項は各ワーキング・グループに検討を


指示し、 


    ④併せて、これらの事項の再検討を所管省庁に要請する。 


   その後、規制改革会議及び各ワーキング・グループは、 


    ⑤所管省庁と折衝し、事項の処理に取り組む。 


 


（３）各ワーキング・グループでの処理結果については、規制改革会議に報告する。 


 


（４）規制改革会議は、自らの検討結果及び各ワーキング・グループからの報告を受け、


改善措置を図る必要がある事項について答申に盛り込む。なお、所管省庁が自ら実


施するとした事項は迅速な対応を求める。 


 


（５）規制改革推進室は、 


    ①規制改革会議の審議結果、 


    ②所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置の内容）、 


  について、内閣府ホームページで公表する。 


資料２ 







「規制改革ホットライン」に寄せられた提案の取扱いについて（案）


所管省庁


ﾜｰｷﾝｸ ﾞ ・ｸ ﾞ
ﾙ ｰ ﾌ ﾟ （対策
ﾁｰﾑを含む）


規制改革に関する提案


検討要請


検討要請内容の報告


必要に応じ調整


所管省庁における検討
結果の報告


処理結果の報告


審議結果の公表


事実関係等の確認・精査
検討事項の選定


所管省庁


検討結果の報告


規 制 改 革
会 議


規 制 改 革


会議（ﾎｯﾄﾗｲ
ﾝ対策ﾁｰﾑ）


処 理 結 果 の
取りまとめ


検討


所管省庁からの
回答を踏まえ、


・所管省庁に再
検討を要する事
項の有無につい
て検討


・各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰ
ﾌ ﾟで検討すべき
事項（緊急重要
案件は本会議）
に区分


・上記検討結果を
本会議に報告


処


理


対策チームから
の報告を受け、


・本会議として自
ら検討（必要に
応じ対策ﾁｰﾑに
論点整理を指
示)
・各ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞ
ﾙｰﾌ ﾟに検討指
示


各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟに分類


処


理


結果の取りまとめに当たり、
必要に応じ協議
（各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟも同じ）


ホットライン以外の事項も含め答申に反映


（政府として規制改革実施計画の策定、閣議決定）


審議結果、閣議決定を
踏まえ、措置の実施


所管省庁


再検討
要請


本会議からの指示
を受け、検討


事
項
に
よ
っ
て
は
、
所
管
省
庁
が
自
ら
措
置
の
実
施


所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置
の内容）について、内閣府ホームページで公表


国民、企業等 規制改革推進室








 


規制改革会議運営規則の一部改正について（案） 


 


１ 経緯 


  ○第１回規制改革会議（平成 25 年１月 24 日）にて運営規則を議長決定 


２ 議長は、会議終了後速やかに議事概要を作成し、公表するものとす 


る。 


３ 議長は、当該会議の議事録を作成し、一定の期間を経過した後にこ 


れを公表する。 


  ○第２回規制改革会議（平成 25 年 2 月 15 日）において、会議の公開性を 


確保すべく発言者名を記載した詳細な議事概要を遅滞なく公表する旨を 


決定。 


  ○上記決定を踏まえ、これまで会議後 10 日営業日後を目途に議事概要を公


表し、１ヶ月後を目途に議事録を公表していた。 


 


２ 作成作業 


  ○議事概要 


・会議翌日に速記録を受領。 


   ・その日のうちに、議事概要の体裁に整え、誤字脱字等を修正の上、委


員に確認依頼。 


   ・依頼後１週間を目途に委員に確認した結果を取り纏めのうえ、ＨＰに 


掲載。 


  ○議事録 


   ・議事概要の掲載後、改めて速記録の体裁を整え、委員に確認依頼。 


   ・依頼後１週間を目途に委員に確認した結果を取り纏めのうえ、ＨＰに 


掲載。 


 


３ 問題点 


  ○ほぼ同じ内容の議事概要と速記録を委員が確認しており、二度手間にな 


っている。 


  ○議事録は速記録の体裁を整えたものであるのに比べ、議事概要は速記録 


から発言を簡潔に纏める作業があり、作成に時間と手間が掛かる。 


 


４ 対処案（運営規則の一部改正） 


  ○議事録を現在の議事概要の作成スケジュールにて作成し、10 営業日後を 


目途にＨＰにて公表し、議事概要は作成しないこととする。 


以上 


資料３ 







 
 


規制改革会議運営規則 新旧対照表 


（下線部分は変更部分） 


改正案 現行 


規制改革会議令（平成 25 年政令第７号）第７条


の規定に基づき、規制改革会議運営規則を次のよ


うに定める。 


平成 25 年１月 24 日制定


平成 25 年７月 26 日改正


規制改革会議議長


 


第１条（略） 


 


（公表等） 


第２条 会議終了後、議長又は議長の指名する者


が、必要に応じて記者会見を行い、議事内容を


説明することとする。 


２ 議長は、会議終了後速やかに議事録を作成し、


公表するものとする。 


（削る） 


 


３ 議長は、会議終了後速やかに会議の資料を公


表する。 


４ 議長は、前二項の規定にかかわらず、次の各


号に掲げる場合においては、議事録を会議の決


定を経て非公表とし、又は会議の資料を非公表


とすることができる。 


一 率直な意見交換又は意思決定の中立性が不


当に損なわれるおそれがあると認められる場


合 


二 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ


があると認められる場合 


三 その他中立な審議に著しい支障を及ぼすお


それがある等相当の理由があると認められる


場合 


５ 第１項から第３項までに規定する記者会見の


内容、議事録及び資料については、コンピュー


タネットワークにより広く国民が入手可能とす


るよう配慮するものとする。 


 


第３条～第５条（略） 


 


附 則 


この規則は、平成 25 年１月 24 日から施行する。


 


附 則 


この規則は、平成 25 年 7 月 26 日から施行する。


規制改革会議令（平成 25 年政令第７号）第７条


の規定に基づき、規制改革会議運営規則を次のよ


うに定める。 


平成25年１月24日


規制改革会議議長


 


 


第１条（略） 


 


（公表等） 


第２条 会議終了後、議長又は議長の指名する者


が、必要に応じて記者会見を行い、議事内容を


説明することとする。 


２ 議長は、会議終了後速やかに議事概要を作成


し、公表するものとする。 


３ 議長は、当該会議の議事録を作成し、一定の


期間を経過した後にこれを公表する。 


４ 議長は、会議終了後速やかに会議の資料を公


表する。 


５ 議長は、前二項の規定にかかわらず、次の各


号に掲げる場合においては、議事録を会議の決


定を経て非公表とし、又は会議の資料を非公表


とすることができる。 


一 率直な意見交換又は意思決定の中立性が不


当に損なわれるおそれがあると認められる場


合 


二 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ


があると認められる場合 


三 その他中立な審議に著しい支障を及ぼすお


それがある等相当の理由があると認められる


場合 


６ 第１項から第４項までに規定する記者会見の


内容、議事概要、議事録及び資料については、


コンピュータネットワークにより広く国民が入


手可能とするよう配慮するものとする。 


 


第３条～第５条（略） 


 


附 則 


この規則は、平成 25 年１月 24 日から施行する。


 





